
四日市市議会訓令第３号 

四日市市議会図書室規程の一部を改正する規程を次のように定めるものとする。  

 令和７年３月３１日 

                    四日市市議会議長 石 川 善 己 

 

  四日市市議会図書室規程の一部を改正する規程 

四日市市議会図書室規程の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（貸出しの手続） （貸出しの手続） 

第７条 図書の貸出しを受けようとする

者は、議長が別に定める電子申請シス

テムにより貸出申請を行わなければな

らない。 

第７条 図書の貸出しを受けようとする

者は、係員に申し出て図書貸出簿に所

要の事項を記入の上、議事課長の承認

を受けなければならない。 

２ 前項の規定に基づく貸出申請があっ

たときは、議事課長は当該図書貸出申

請の確認を行うものとする。 

 

  

（貸出図書の冊数） （貸出図書の冊数） 

第８条 同時に貸し出すことのできる図

書の冊数は、未返却分を含めて５冊以

内とする。 

第８条 同時に貸し出すことのできる図

書の冊数は、２冊以内とする。ただ

し、返納未済の図書があるときは、そ

の図書を含めて、３冊以内とする。 

  

（貸出期間） （貸出期間） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 図書の貸出期間が満了したときは、

直ちにその図書を返納しなければなら

ない。ただし、他の利用者から貸出希

望がないものにあっては、貸出期間を

１０日以内の範囲で延長することがで

２ 図書の貸出期間が満了したときは、

直ちにその図書を返納しなければなら

ない。 



きる。 

３ 前項の規定に基づく貸出期間の延長

は、貸出の申請日から起算して３か月

を超えない範囲において、繰り返すこ

とができるものとする。 

 

４ 議事課長は、事務上必要があると認

めたときは、前項の規定にかかわらず

貸出図書の返納を求めることができ

る。 

３ 議事課長は、事務上必要があると認

めたときは、前項の規定にかかわらず

貸出図書の返納を求めることができ

る。 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 


